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児童福祉法

新潟市子育て支援センター白根つくし園条例

新潟市子育て支援センター白根つくし園

南区健康福祉課

新潟市南区上下諏訪木８１７番地１

[基本方針]

１．　子育て相談・支援事業と療育事業の両面から，子育てを行う市民を支援に関すること

　　　・子育て支援は，子育てに関する相談及び情報提供
　　　　親子（未就学児及びその保護者）の交流事業に関する支援

　　　・療育事業は，発達に心配のある子に対して，親子遊びの提供と関わり方の支援。
　　　　個々の発達を促す研修会等の実施。

施 設 概 要

建物構造・主な内容
ホール1室（103.93㎡），なかよしルーム2室　74.40㎡（ルーム① 31.00㎡，ルーム② 43.40㎡）
相談室（12.40㎡），事務室（24.84㎡）

施 設 の 設 置 目 的

管 理 ･ 運 営 に 関 す る 基 本 理 念 ， 方 針 等

子育てを行う市民に対する育児不安等の相談及び指導，並びに子育てサークル等の育成・支援を行います。
また，発達に心配のある子どもとその保護者を支援し，地域のニーズに応じて関係機関との連携を図り，「安心して子ど
もを産み育てる」ことができるように子育て支援の推進を図ります。


